
関係団体御中

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)

貴団体におかれましては、平素から介護保険行政の推進につきまして、厚く御礼を申し上げ

ます。

マイナンバーカードの取得等の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団体等に対

する要請を行ってきているところですが、マイナンバーカードの有効申請枚数が1億枚を超え

(2024年3月31日現在)、今後は力ードの利便性が求められるところ、以下の点について、

是非、更なるマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知に御協力くださいますようお願

い申し上げます。

厚生労働省老健局

1.マイナンバーカードの機能等について

(1)マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
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現行の健康保険証について、

令和6年6月17日

ドの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することとしています。同時点でお手元

にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。

※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。

また、本年12月2日以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元に力ード

がない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者

資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。

「資格確認皇」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で

医療を受けることができます。
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良い医療を受けることができる」、「急、にかかった医療機関でも普段飲んでいるお薬の履歴

や受けている治療を基に受診することができる」、「手続きなしで高額療養費の限度額を超

える支払を免除(高額療養費制度)」などのメリットがあります。医療機関等を受診する際
は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードを取得した後に、以
下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。

①医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付き力ードリーダーを利用して健康保

②マイナボータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用

険証の利用登録をしていただく、

③セブン銀行のATMで健康保険証の利用登録をしていただく、

登録をしていただく、

ことにより、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことが可能です。

※マイナンバーカードの健康保険証利用の医療機関や薬局で

の使い方についての動画・リーフレットを公開しています。

【動画】マイナンバーカードは医療にも活用できます!篇(30秒)

(youtube.com)

URL:ht如S://VVVVVV.youtube.com/vvatch?V=Z9VCK4Rkqvg

【リーフレット】 ht如S://VVVVW.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

【マイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合にはご連絡ください1

なお、一部の例外を除いて、全ての医療機関・薬局において顔認証付き力ードリーダ

ーを設置し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが義務

化されています。そのため医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利

用できなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡

ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において事実関係の

確認を実施します。

【マイナンバーカードを携帯しましょう】

本年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健

康保険証として利用することを基本とする仕組みへ移行します。外出の際もマイナンバ

ーカードの携帯をお願いします。

2)マイナンバーカードの国外利用が始まりました。
2024年5月27日から、マイナンバーカードの国外利用力辻台まりました。

海外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市町村で

登録はこちらから

(マイナボータル)
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国外転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して海外継

慧欝

続利用の手続を行うことで、手続終了後にお返ししたマイナンバーカードを、引き続き海
外でもご利用いただけます。

また、海外から国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請ができるようになりまし

た。なお、マイナンバーカードを利用して行う国内の各種サービスの中には、海外から利

用できないサービスもあります。



3)公金受取口座の登録ができます。

公金受取口座登録制度知、'ほ、国民の皆様に1人1口座、給付金等の受取のためのご

本人名義の口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、

児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要

となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金など

を迅速に受け取ることができます兆。

※1 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。

デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」

(https://W洲. digital. go. jp/policies/account_registration/)
※2 今後(令和6年度末頃)は、パソコン等に不慣れな方にも登録をしていただ

けるよう、金融機関からも登録できるようになる予定です。

※3 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。

別途申請などが必要になります。

ご参考>預貯金口座付番制度とは具なる制度です

公金受取口座登録制度は、給付金等の受取のためのご本人名義の口座を、国(デジタル庁)に登録してい

ただく制度であり、任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座にマイナンバ

ーを付番することができる「預貯金口座付番制度」とは異なる制度です。

預貯金口座付番制度については、デジタル庁 HP に Q&A を掲載しておりますので、よろしけれぱこちら

(ht如S://WWW. di三ital.Ξ0. jp/policies/mynumber_faq_09)もご参照ください。

4)スマホ用電子証明書搭載サービスが始まっています。
2023年5月11日から、 Android 端末において、スマホ用電子証明圭搭載サービスが始

まりました。

マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードと同等の機能(署名用

及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サービ

スです。これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、様々

なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。また、 4桁の

暗証番号に代わり、スマートフォン本体の生体認証機能を活用することも可能です。(機

種により、利用できない場合があります。)
本サービスのり一フレット(別添)については、紙媒体も用意しておりますので、関係

業界団体等にお配りいただけますと幸いです。紙媒体をご希望の場合、リーフレットの希

望数をデジタル庁広報戦略チームまでご連絡ください。
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5) ービスがっていの者 4

2023年5月16日から、最新の利用者(基本4情報)提供サービスが始まりました。

公的個人認証サービスを用いて事前に本人から同意を受けている前提で、顧客の最新の

基本4情報(住所、氏名、生年月日及び性別)をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)
にいつでもオンラインで照会できるようになるサービスです。これにより、例えぱ金融機

関等では、顧客の住所変更等をすぐに確認できるようになります。今後は、既存の顧客か
らの同意をスムーズに得ることができるよう、定期的なお知らせの郵便などから、マイナ

ボータルにアクセスして同意が取得出来るような、QR コードを使ったような仕組みも検

討していきます。



(6)マイナンバーカードを身分証明書としてご活用ください。

国民の皆様の利便性の観点からも、行政手続きや、所管業界における民間サービスに

おいて、積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みをお

願いします。

具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものが

ないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位置づけていただきたい

と思います。

また、住民票の写しの提出が求められるという場合には、情報連携あるいはマイナン

バーカードの提示により提出を不要とするような対応をお願いします。

2.福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアルの活用について

マイナンバーカードの取得に支援が必要な方が円滑に力ードを取得いただけるよう、デジ

タル庁、総務省及び厚生労働省において、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカー
ド取得・管理マニュアル」を作成しております。また、マイナンバーカードの暗証番号の設
定・管理に不安がある方も安心してご利用いただけるよう、昨年12月から暗証番号の設定

が不要な顔認証マイナンバーカードが導入されました。

高齢者の方々が健康保険証利用をはじめとするデジタル化のメリットを享受できるよう、
貴団体におかれましては、マニュアルを踏まえ、高齢者のマイナンバーカードの取得にご協
力いただきますようお願い申し上げます。

総務省ウェブサイト:h杜 S

【概要】 htt s://削W.soumu

【本編】 htt s://W州.soumu
【資料編】 htt s://棚W.soumu

3.会員事業者への要請・周知について

貴団体におかれましては、(1)のとおり、会員事業者に対して、マイナンバーカード活

用等に向けた積極的な周知について要請していただきますとともに、(2)の別添資料等に

ついて情報提供いただきますようお願い申し上げます。

0.'/ko 'inban o_card/Soumu

/main content/000920147. df

/main cont即t/000920144. df

/main_content/000920146. df

(1)要請文の発出について

①会員事業者への呼びかけに係る通知のひな形(別添)をご活用下さい。なお、貴団体

の実態を踏まえ、適宜修正いただいて結構です。また、本依頼文圭を添付していただい

ても差支えありません。通知の発出は、可能な限り速やかに実施していただけれぱ幸い

でございます。

(2)関連資料の送付

(1)の要請文の発出と併せて、次の関連資料を会員事業者に御提供いただき、マイナン

バーカードの活用に向けた積極的な周知にご活用下さい。

・資料1_マイナンバーカードを健康保険証として使うには

・資料2_マイナンバーカードをご利用ください

・資料3_海外でもマイナンバーカードが作れます

・資料4_本人口座登録のお願い

【概要】

鷲慧磁

【本編】 【資料編】
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資料5_スマホ用電子証明書搭載サービス

資料6_公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報(4情報)提供サ

また、このほかにも既存のり一フレット及ぴチラシにつきましては、以下のデジタル庁

ウェブサイトにも掲載しておりますので、是非ダウンロードの上、メールでのご周知やイ

ントラ才、ツトへの掲載に御利用ください。

デジタル庁ウェブサイト

ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード

>ロゴ、リーフレット等>広報資料
広報資料 1 デジタル庁(di三ital. go.jp)

https://W棚. dig比al.筥0. jp/policies/mynumber_resources/



<業所管団体等会員>

会員各位

マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知の御協力のお願いについて(依頼)

貴社におかれましては、平素から000、厚く御礼を申し上げます。

マイナンバーカードの取得等の促進については、全業所管官庁を通じて関係業界団体等に

対する要請を行ってきているところですが、マイナンバーカードの有効申請枚数が1億枚を

超え(2024年3月31日現在)、今後は力ードの利便性が求められるところ、以下の点につい

て、是非、更なるマイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知に御協力くださいますよ

うお願い申し上げます。

ひな升 別添

1.マイナンバーカードの機能等について

(1)マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します。

令和6年月

【本年12月2日から健康保険証の新規発行は終了します】

現行の健康保険証について、本年12月2日から新規発行が終了し、マイナンバーカ

<業所管団体等>
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ードの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行することとしています。同時点でお手

元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。

※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで。

また、本年12月2日以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元に力ー

日

ドがない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険

者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。

医療を受けることができます。

「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で

【マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください】

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで「医療費を節約できる」「より

良い医療を受けることができる」、「急、にかかった医療機関でも普段飲んでいるお薬の履

歴や受けている治療を基に受診することができる」、「手続きなしで高額療養費の限度額

を超える支払を免除(高額療養費制度)」などのメリットがあります。医療機関等を受診

する際は、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。



【簡単にマイナンバーカードを健康保険証としてご利用できます】

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、マイナンバーカードを取得した後に、

以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。

①医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付き力ードリーダーを利用して健康保

②マイナボータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利

険証の利用登録をしていただく、

③セブン銀行のATMで健康保険証の利用登録をしていただく、

用登録をしていただく、

ことにより、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことが可能です。

※マイナンバーカードの健康保険証利用の医療機関や薬局で

の使い方についての動画・リーフレットを公開しています。

【動画】マイナンバーカードは医療にも活用できます!篇(30秒)

(youtube.com)

URL:https://VVVVV、/.youtube.com/vvatch?V=Z9VCK4RkqV又

【リーフレット】 https://VVⅥ/VV.mhlvv.go.jp/stf/index_16745.html

【マイナンバーカードを健康保険証として利用できなかった場合にはご連絡ください】

なお、一部の例外を除いて、全ての医療機関・薬局において顔認証付き力ードリーダ

ーを設置し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすることが義務

化されています。そのため医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利

用できなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡

ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において事実関係の

確認を実施します。

【マイナンバーカードを携帯しましょう】

本年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを

健康保険証として利用することを基本とする仕組みへ移行します。外出の際もマイナン

バーカードの携帯をお原亘いします。

登録はこちらから

(マイナボータル)

iphone

2)マイナンバーカードの国外利用力辺台まりました。

慧裟

2024年5月27日から、マイナンバーカードの国外利用が始まりました。

海外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市町村

で国外転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して海

Android

外継続利用の手続を行うことで、手続終了後にお返ししたマイナンバーカードを、引き

続き海外でもご利用いただけます。

また、海外から国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請ができるようになりま

した。なお、マイナンバーカードを利用して行う国内の各種サービスの中には、海外から

利用できないサービスもあります。



3)公金受取口座の登録ができます。

公金受取口座登録制度知、『よ、国民の皆様に1人1口座、給付金等の受取のためのこ

本人名義の口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより年金、

児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要

となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金など

を迅速に受け取ることができます光。

※1 公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁HPをご確認ください。

デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」

(https://WWW. di宮ital. go. jp/po n cies/account_registration/)

※2 今後(令和6年度末頃)は、パソコン等に不慣れな方にも登録をしていただ

けるよう、金融機関からも登録できるようになる予定です。

※3 口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。

別途申請などが必要になります。

ご考>預貯金口座付番制度とは異なる制度です

公金受取口座登録制度は、給付金等の受取のためのご本人名義の口座を、国(デジタル庁)に登録して

いただく制度であり、任意で預貯金者が金融機関にマイナンバーを届け出ることで、預貯金口座にマイナ

ンバーを付番することができる「預貯金口座付番制度」とは異なる制度です。

預貯金口座付番制度については、デジタル庁HP にQ&Aを掲載しておりますので、よろしければこちら

(https://WWW. di ital o. jp/po licies/m 脚mber faq 09)もご参照ください。

4)スマホ用電子証明書搭載サービスカ汝台まっています。

2023年5月11日から、 Android端末において、スマホ用電子証明書搭載サービスが始

まりました。

マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードと同等の機能(署名

用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サ

ービスです。これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけ

、、、

た、 4桁の暗証番号に代わり、スマートフォン本体の生体認証機能を活用することも可

能です。(機種により、利用できない場合があります。)

本サービスのり一フレット(別j剰については、紙媒体も用意しておりますので、関係

業界団体等にお配りいただけますと幸いです。紙媒体をご希望の場合、リーフレットの

希望数をデジタル庁広報戦略チームまでご連絡ください。

様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。ま

登録は

こちらから

回回

武..
回"

)最新の利用者情報(基本4情キ勵提供サービスが始まっています。

2023年5月16日から、最新の利用者(基本4情報)提供サービスが始まりました。

公的個人認証サービスを用いて事前に本人から同意を受けている前提で、顧客の最新

の基本4情報(住所、氏名、生年月日及び性別)を J-LIS(地方公共団体情報システム機

構)にいつでもオンラインで照会できるようになるサービスです。これにより、例えば

金融機関等では、顧客の住所変更等をすぐに確認できるようになります。今後は、既存

の顧客からの同意をスムーズに得ることができるよう、定期的なお知らせの郵便などか

ら、マイナボータルにアクセスして同意が取得出来るような、QRコードを使ったような



仕組みも検討していきます。

(6)マイナンバーカードを身分証明書としてご活用ください。

国民の皆様の利便性の観点からも、行政手続きや、所管業界における民間サービスに

おいて、積極的にマイナンバーカードが身分証明書として活用されるよう取り組みをお

願いします。

具体的には、マイナンバーカードが本人確認書類として位置付けられていないものが

ないか確認をして、本人確認書類として利用できるよう確実に位置づけていただきたい

と思います。

また、住民票の写しの提出が求められるという場合には、情報連携あるいはマイナン

バーカードの提示により提出を不要とするような対応をお願いします。

2.福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアルの活用について

マイナンバーカードの取得に支援が必要な方が円滑に力ードを取得いただけるよう、テ

ジタル庁、総務省及び厚生労働省において、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバー

カード取得・管理マニュアル」を作成しております。また、マイナンバーカードの暗証番

号の設定・管理に不安がある方も安心してご利用いただけるよう、昨年12月から暗証番号

の設定が不要な顔認証マイナンバーカードが導入されました。

高齢者の方々が健康保険証利用をはじめとするデジタル化のメリットを享受できるよう、

貴社におかれましては、マニュアルを踏まえ、高齢者のマイナンバーカードの取得にご協

力いただきますようお願い申し上げます。

総務省ウェブサイト: https://WWW

【概要】 https://WWW. soumu.0

【本編】 https://W艸. soumu.0

【資料編】 https://WWW. soumu.0

3.貴社の従業員等への周知について

貴社におかれましては、従業員等に対して、マイナンバーカード活用等に向けた積極的

な周知をしていただきますとともに、

うお願い申し上げます。

Soumu.0. jp/kojinban o card/

jp/ma in contenvoo0920147. pdf

jp/ma in contenvoo0920144. pdf

jp/ma in contenvoo0920146. pdf

)関連資料の送付

以下の関連資料を従業員等に御提供いただき、マイナンバーカードの活用に向けた積

極的な周知にご活用下さい。

・資料1 マイナンバーカードを健康保険証として使うには

・資料2_マイナンバーカードをご利用ください

・資料3_海外でもマイナンバーカードが作れます

【資料編】【概要】

(1)の関連資料について情報提供いただきますよ

蒸慧懇

【本編】



資料4_本人口座登録のお願い

資料5_スマホ用電子証明書搭載サービス

資料6_公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報(4情報)提供サービス

また、このほかにも既存のり一フレット及びチラシにつきましては、以下のデジタル

庁ウェブサイトにも掲載しておりますので、是非ダウンロードの上、メールでのご周知

やイントラネットへの掲載に御利用ください。

デジタル庁ウェブサイト

ホーム>政策>マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード

>ロゴ、リーフレット等>広報資料

広報資料デジタル庁(diital.0.jp)

ht 如S ://WWW. d i ita l. o jp/po lic ies/m number resources/


